
２ 新発田市水道料金制度 

  における現状と課題 

・新発田市の水道料金制度等 

・県内２０市比較 

・新発田市水道料金の分析（件数・水量・料金など） 

・大口使用者の地下水利用について 
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水道料金算定の手順 
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１ 財政計画の策定 

２ 料金水準の算定 

３ 料金体系の設定 

４ 料金表の確定 

①財政収支の見積もり 
②財政目標の設定 
③料金算定期間の決定 

①料金総収入額の算定 
②関連収入の控除 
③資産維持費の算入 

①料金体系の選択 
②原価の分解 
③原価の配賦 

※ 

※ 

※ 



水道料金算定要領に基づく料金体系 
 ◆参考：算定要領に基づく料金表（水道料金改定業務の手引き） 
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金額（税抜） 

基
本
料
金 

口
径 

１３ｍｍ ４５０円 

２０ｍｍ ９００円 

２５ｍｍ １，５００円 

４０ｍｍ ４，７００円 

５０ｍｍ ９，０００円 

７５ｍｍ ２４，５００円 

１００ｍｍ ５０，７００円 

水
量
料
金 

水
量
区
画 

口径１３・２０・２５ 口径４０以上 

０㎥～５㎥ 

１５２円／㎥ 

６㎥～１０㎥ 

１１㎥～２０㎥ 

２１㎥～３０㎥ 

３１㎥～１００㎥ 

１０１㎥以上 

二部料金制 

口径別 

均一制 ※ 
※ 



基本水量制 

• 基本水量として設定した一定水量の範囲内での使用に対して、水量料金を賦課
せず、定額の基本料金のみの負担とする料金設定方法 

• 公衆衛生上の観点から、その範囲内での水使用を促すとともに、その部分の料
金の低廉化を図るもの 

逓増料金制（逓減） 

• 水量料金について、使用水量が多くなるほど、１㎥あたりの単価が段階的に大き
くなる料金制度 

• 水道料金の低廉化の観点から、小口径などの少水量利用者への負担を減らし、
多水量使用者や大口使用者に多く負担を求めている料金設定方法 

水道料金の特別措置 

2018/7/17 4 

※ 

※ 



基本料金 

料金制度 
（基本料金・均一制・逓増制・逓減制） 
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水道料金（円） 
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新発田市の水道料金体系 
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金額（税抜） 

基
本
料
金 

口
径 

１３ｍｍ １，０７５円 

２０ｍｍ １，６８０円 

２５ｍｍ ２，２２０円 

４０ｍｍ ４，６５０円 

５０ｍｍ ８，６５０円 

７５ｍｍ １７，８００円 

１００ｍｍ ２８，７００円 

水
量
料
金 

水
量
区
画 

口径１３・２０・２５ 口径４０以上 

０㎥～５㎥ 基本水量 

１８２円／㎥ 

６㎥～１０㎥ １０円／㎥ 

１１㎥～２０㎥ １４８円／㎥ 

２１㎥～３０㎥ １７３円／㎥ 

３１㎥～１００㎥ １８２円／㎥ 

１０１㎥以上 １９８円／㎥ １９８円／㎥ 

二部料金制 

口径別 

水量区画別逓増料
金制 

二部制区画別逓増料金制 
◆現行料金表（１か月当たり・税抜） 

 

※ 

基本水量として 

5㎥まで付与 



新発田市の水道料金制度 
 ◆現行料金表（１か月当たり・税抜） 
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金額（税抜） 

基
本
料
金 

口
径 

１３ｍｍ １，０７５円 

２０ｍｍ １，６８０円 

２５ｍｍ ２，２２０円 

４０ｍｍ ４，６５０円 

５０ｍｍ ８，６５０円 

７５ｍｍ １７，８００円 

１００ｍｍ ２８，７００円 

水
量
料
金 

水
量
区
画 

口径１３・２０・２５ 口径４０以上 

０㎥～５㎥ 基本料金に含む 

１８２円／㎥ 

６㎥～１０㎥ １０円／㎥ 

１１㎥～２０㎥ １４８円／㎥ 

２１㎥～３０㎥ １７３円／㎥ 

３１㎥～１００㎥ １８２円／㎥ 

１０１㎥以上 １９８円／㎥ １９８円／㎥ 

基本水量として 

5㎥まで付与 

水道料金計算例  

口径１３ｍｍ 月２０㎥使用の場合 

 

・基本料金 1,075円 

・水量料金    

 0～5㎥  （基本料金に含む）  0円 

 6～10㎥    5㎥×  10円＝    50円 

11～20㎥   10㎥×148円＝1480円 

             水量料金計1,530円 

 

合計1,075円＋1,530円＝2,605円（税抜） 



新発田市の水道料金制度 
新発田市水道料金体系の特徴 

 ◆現行料金表（１か月当たり） 
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金額（税抜） 

基
本
料
金 

口
径 

１３ｍｍ １，０７５円 

２０ｍｍ １，６８０円 

２５ｍｍ ２，２２０円 

４０ｍｍ ４，６５０円 

５０ｍｍ ８，６５０円 

７５ｍｍ １７，８００円 

１００ｍｍ ２８，７００円 

水
量
料
金 

水
量
区
画 

口径１３・２０・２５ 口径４０以上 

０㎥～５㎥ 基本料金に含む 

１８２円／㎥ 

６㎥～１０㎥ １０円／㎥ 

１１㎥～２０㎥ １４８円／㎥ 

２１㎥～３０㎥ １７３円／㎥ 

３１㎥～１００㎥ １８２円／㎥ 

１０１㎥以上 １９８円／㎥ １９８円／㎥ 

◎新発田市水道料金体系の特徴 
 
①基本水量を口径13・20・25ｍｍに 
 ５㎥／月まで付与 
 
②口径１３・２０・２５ｍｍの水量区画 
 「６㎥～１０㎥」までの水量単価を 
 １０円/㎥で設定 
 
③水量区画は口径１３・２０・２５ｍｍは 
 ５段階、口径４０ｍｍ以上は２段階 
 
④現行料金体系の逓増度＝１９．８ 
（１９８円/㎥÷１０円/㎥） 
 県内他１９市平均 １．９ 
 最小：１．１（三条市、村上市） 
 最大：１９．８（新発田市） 
 

基本水量として 

5㎥まで付与 

※ 



新発田市の水道料金制度 
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区
分 

新
潟
市 

長
岡
市 

上
越
市 

三
条
市 

新
発
田
市 

柏
崎
市 

燕
市 

南
魚
沼
市 

佐
渡
市 

見
附
市 

村
上
市 

五
泉
市 

阿
賀
野
市 

魚
沼
市 

小
千
谷
市 

糸
魚
川
市 

十
日
町
市 

加
茂
市 

妙
高
市 

胎
内
市 

用
途
別 

● ● ● ● ● 

口
径
別 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

逓
増
制 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

逓
減
制 

● ● ● 

均
一
制 

● ● ● ● ● ● 

逓
増
度 

4.6 2.8 4.6 1.1 19.8 5.0 － 1.8 － 1.3 1.1 1.2 1.5 2.8 － 1.4 － － 1.7 － 

◆県内２０市料金体系比較      出典：公益社団法人日本水道協会 水道料金表平成29年4月1日現在 



新発田市の水道料金制度 

10 

安い 

高い 



新発田市水道料金の現状分析 
基本水量について 

    導入経緯  １人暮らし世帯などの少水量使用者に配慮 

  対象水量  ５㎥まで／１か月 

  対象口径  １３ｍｍ、２０ｍｍ、２５ｍｍ （契約者全員に適用） 

 

◆口径別調定件数及び平均使用量（H28年度実績） 

 

 

    

11 

項目 １３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ４０㎜ ５０㎜ ７５㎜ １００㎜ 

年間 

調定件数 
200,135件 16,574件 4,368件 1,691件 744件 172件 88件 

全使用者
割合 

８９．４％ ７．４％ ２．０％ ０．８％ ０．３％ ０．０７％ ０．０３％ 

平均使用
水量／月 

１８㎥ ２４㎥ ５５㎥ １９４㎥ ４６０㎥ ５７８㎥ ３，１７２㎥ 

一般家庭の多くは、口径１３ｍｍ・２０ｍｍである。口径２５ｍｍ使用者は月平
均５５㎥（１万円程度）使用しており、基本水量付与対象の再検討が必要。 

※ 
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1か月の使用水量 

13・20・25㎜口径 

原価割れ区画 

(円) (円) 

給水原価160.99円(Ｈ29) 

新発田市水道料金の現状分析 
逓増料金制について 

◆新発田市の料金体系 

逓増制料金制度とは、水道事業の経費を多水量区画
で多く回収しようする料金体系である 
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※ 



新発田市水道料金の現状分析 
逓増料金制について 

◆新発田市水道料金の口径別収入内訳（Ｈ２８年度実績・税抜）   
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口径 調定件数 件数割合 有収水量 水量割合 料金収入 料金割合 

13・20・25 221,077 98.8% 836万㎥ 79.9% 12億9,200万円 74.4% 

40・50・75・100 2,695 1.2% 210万㎥ 20.1% 4億4,500万円 25.6% 

合 計 223,772 100.0% 1,046万㎥ 100.0% 17億3,700万円 100.0% 
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１．２ 
２０．１ ２５．６ 

使用件数では、大口径は１．２％の割合しかないものの、料金割合では２５％
を占めており、水道財政に与える１件当たりの影響度は非常に大きい。 

口径（㎜） 



新発田市水道料金の現状分析 
逓増料金制について 
◆水量区画別使用水量の推移（使用量ベース：口径１３ｍｍ・Ｈ２４～Ｈ２８年度実績・１月当たり） 

  

14 

多水量区画の使用は年々減少傾向を示している。多水量区画において、経費
を多く回収する現行の逓増料金制では、今後の水需要の減少が水道財政に
大きく影響する。 
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新発田市水道料金の現状分析 
逓増料金制について 
◆水量区画別使用水量の推移（使用量ベース：大口径４０～１００ｍｍ・Ｈ２４～Ｈ２８年度実績） 
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大口使用者の地下水利用について 
全国的な傾向として   
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• 近年、病院、ホテル等の大口使用者の地下水利用が増えている。 

• 地下水のろ過技術が向上し、初期投資額や維持管理費が低下し
たため、逓増料金制度と比較しコストメリットが生まれたことが背景 

地下水のろ過技術の進歩 

によりコストメリット発生 

• 地下水転換した事業者は、平成１５年度 ２１３か所            
⇒平成１８年度 ８１７か所（３．８倍） 大口使用者の地下水転換が増 

• 給水収益の１億円以上減収となった事業者が１５％ 

• 給水収益の１％以上の減収となった事業者が３２％ 
給水収益の大幅な減収 

• 大幅な減収の結果、支出の削減を第一としても、水道を維持する
ためには、料金値上げの必要性が高まる。 水道料金の値上げの必要性 

• 料金値上げ改定が実施された場合、一般家庭等への負担増 

• 地下水利用の規制議論や上水道のバックアップ料金などの必要性
が高まる。 

一般家庭や事業者などへ負担増 

料金負担の適正化や水道水の利用促進策などは、新たな地下水転換を抑止し、結果、
将来的な料金値上げを抑えることにもつながるため、早急な対策が必要であると考える。 

※ 

※ 

◎出典 公益社団法人日本水道協会 

「地下水利用専用水道等に係る水道料金の考え方と料金案」 



新発田市の水道料金制度 
課題の整理 
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課題１ 基本水量の見直し 

• 本来、独立採算が原則である水道事業では、給水サービスに係る原価を回収する料
金体系が理想であり、基本水量という考え方はない。 

• 現状は、少水量使用者に配慮し基本水量を付与している料金体系であるが、段階的
な廃止や基本水量の対象口径（１３～２５ｍｍ）についても見直しを行う必要がある。 

課題２ 一般使用者と大口使用者の料金負担の適正化（逓増度の緩和） 

• 現在の料金体系は、逓増制を採用し、少水量使用者の負担を低く抑える一方、多水
量使用者が多く負担している。今後、多水量使用が減少していく見込みの中、少水量
使用者にも一定のコストに見合った適正な負担を求め、公平性を高める必要がある。 

• 県内各市と比較しても著しく高い逓増度の見直しが必要である。 

課題３ 大口使用者の地下水利用対策 

• 大口使用者の地下水専用水道への転換は、水道財政に与える影響が大きいことか
ら、水道水利用を促進させるような新たな制度の導入が必要である。このことが、地
下水転換の抑止や将来的な料金値上げを抑えることにもつながると考える。 


